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NISHI YOKOHAMA INTERNATIONAL HOSPITAL

ご自由にお持ち帰り下さい。

1. 急性期から在宅まで、シームレスなサービスの提供により地域へ貢献する
2. 患者・利用者・家族に積極的に関与し、個別のニーズを追求する
3. やりがいと喜びを育み、全職員参加型の活気あふれる組織を構築する

病気の治療は、医療を受ける側と提供する側の共同作業です。お互いの理解と信頼のために以下のことをご確認ください。

1.  医療サービスの質の向上を図るため、確かな知識の習得と技術の研鑽に努めるとともに、良識ある職業人として教養と品性を
高め、資質の向上に努めます。

2.  医療の公共性を重んじ、地域社会へ貢献するとともに法規範の遵守に努めます。
3.  患者様の人権を尊重し、良心をもって、平等に接し、十分な説明と同意に基づく適正かつ公正な医療の遂行に努めます。
4.  患者様の信頼を得るために、医療内容やその他必要事項について十分な説明を行います。
5.  患者様のプライバシーを尊重し、職務上知り得た情報の守秘義務を遵守します。
6.  職員は互いに尊敬し理解し合い良き協力関係を築き、連携してチーム医療の実践に努めます。

西横浜国際総合病院の職員は、医療人としてその職責の重大性を認識し、すべての職員が病院理念および基本方針に
基づき、意欲と誇りを持ってその使命を果たすことを目的として次の通り職業倫理に関する指針を定めます。

病院ビジョン

患者様の権利と患者様へのお願い

職業倫理

平日・土曜とも 午前 7：30 ～ 11：30
平日のみ 午後 0：00 ～ 4：30

診療受付時間

内科（一般・腎臓・呼吸器・循環器）・外科消化器科・乳腺甲状腺外科・耳鼻咽喉科・整形外科・
泌尿器科・神経内科・眼科・脳神経外科・精神神経科・麻酔科・リハビリテーション科

診 療 科 目
午前 9：00～　午後 1：30～（平日のみ）診療開始時間

安心・安全の医療 ─ 患者様と共に ─病院理念

良質な医療の提供・地域医療への幅広い貢献・生命と人権の尊重基本方針

VOL.55

全ての患者様は、健康保険法で認められた、良質で最善の医療を公平に継続して受ける権利が
あります。また、必要な時にはいつでも、医療従事者の援助・助力を求める権利を有します。
治療や症状について真実を知り担当医師や受け持ち看護師より、納得が出来るまで説明を受
ける権利があります。その説明に対して納得がいかない場合は他の医師の対診やセカンドオ
ピニオンを受ける権利があります。
病院や医師を自由に選択し、十分な説明を受け、意見を述べ、治療方針を自らの意思で選択
し、治療を受ける権利と治療を受けることを拒否する権利があります。
診療や治療で医師や従事者が知りえた患者情報、全てのプライバシーの機密が守られる権利
があります。患者本人の承諾なくして、第三者に開示されない権利があります。
患者様は、自ら病を克服しようとする主体として、医療の場において、常にその生命・身体・人
格が尊重される権利があります。また、出来る限り尊厳を保ち、安楽に人間的な終末期を迎
えるためのあらゆる可能な助力を受ける権利があります。
所定の手続きを経ることによって、ご自身の診療録の開示を求めることが出来ます。
医師をはじめとする医療提供者に対して、自身の健康に関する情報を出来る限り正確に提供
する責務があります。
全ての患者様が等しく患者の権利を行使するためにも、病院の規則を守り、提供される医療
に協力する責任と、他の患者様の治療に支障を与えないよう配慮する責務があります。
納得できるまで質問をしたり、ご家族や親しい知人などに同席してもらい一緒に説明を聞くな
ど、自らの疾病や医療について十分理解しようと努めてください。

1.良質な医療を受ける権利

2.適切な説明を受ける権利

3.選択の自由の権利

4.個人情報や秘密が守られる権利

5.個人の尊厳が尊重される権利

6.情報開示の権利
7.情報を提供する責務

8.医療に協力する責務

9.理解しようとする義務

INFORMATION
透析センターのご紹介
無料送迎バス 運行開始しています
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材料（2人分）
豚薄切りロース肉・・ ・・・・・・・・・・4枚

A　塩、黒こしょう・・・・・・・・・各少々
　　小麦粉・・・・・・・・・・・・・・・適量
しめじ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1パック
まいたけ・・・・・・・・・・・・・・・・・1パック
生しいたけ・・・・・・・・・・・・・・・・・2個
赤パプリカ・・ ・・・・・・・・・・・・・ 1/2個
にんにく（みじん切り）・・・・・・・１かけ分
小麦粉・・ ・・・・・・・・・・・・・・・大さじ１

B　牛乳・・・・・・・・・・・・・・・・ 200ml
　　塩、こしょう・・・・・・・・・・・各少々
オリーブ油・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
パセリみじん切り・・・・・・・・・・・・適量

ポークソテー
きのこのクリームソースがけ

作り方
1 豚ロース肉は、赤みと脂肪の境目にある筋に数カ所

包丁で切り込みを入れて筋切りをして、塩、こしょうを
して小麦粉を薄くまぶすA。

2 しめじは石づきを取って小房に分け、まいたけは小分
けにし、生しいたけは石づきを取って薄切りにする。
赤パプリカはヘタと種を取り除き細切りにする。

3 オリーブ油を熱したフライパンで１の豚肉を中火で両面
こんがりと焼き色がつくくらい焼いて器に盛り付ける。 

4 3のフライパンの余分な油をキッチンペーパーで拭き、
油とにんにくを入れて火をつけ、香りが立ってきたら２
を加えて炒める。しんなりしてきたら小麦粉を加えて炒
め、粉っぽさがなくなってきたら、Bを加えてかき混ぜ
ながらトロミがつくまで煮て、3の豚肉にかける。仕上
げにパセリのみじん切りを散らす。

●275kcal　
●塩分0.6g1人分

●  料理制作 ●

料理研究家・栄養士
今別府靖子

●  撮影 ●

今別府紘行

ヘルシー
＆

優しい
レ シ ピ

肉の筋（かたい繊維）に切り込みを入れる
ことで、加熱による縮みや反り返しにより
熱を均一に通らなくなり食感が悪くなるの
を防ぐ。

材料

炒めた具材に小麦粉、牛乳の順に加え、
クリーミーな状態になるまで木べらなどで絶
えず混ぜてホワイトクリームを作る。

生活習慣病の予防・治療の基本は
毎日の食事。からだに気をつかい
つつ、ボリュームがあって美味しい
メニューを紹介します。作り方も簡
単なので、ぜひ挑戦してください。

脂質は多いが高タンパク質でビタミン
B1が豊富。とくにビタミンB1は、糖質
をエネルギーに変えてくれる栄養素で、
不足すると疲れがたまりやすくなったり
肌荒れの原因などになる。脂肪が気に
なる人は、脂肪をカットしたり、もも肉を
使ってもよい。

▼
豚ロース肉

＊　　＊　　＊
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